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(54)【発明の名称】 超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】  超音波プローブにアダプタ又はアウタシース
コネクタを取り付けることにより、自動で高速回転モー
ドに設定できる超音波診断装置を提供する。
【解決手段】  駆動部３にアダプタ９Ｂ又はアウタシー
スコネクタ９Ａを介して超音波プローブ７Ｂ又は７Ａが
接続されると、スイッチ６３ａがＯＮして、検知回路６
４によりその接続が検知され、システムコントローラ２
６にＬＯＷレベル６７Ｌの検知信号６７が送られ、これ
を受けてシステムコントローラ２６はＤＣモータ制御回
路６６に高速の切り替え信号６８を出力し、ラジアル走
査用のＤＣモータ５６を高速回転させて、高速のラジア
ル走査による超音波画像が得られるようにした。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  ラジアル駆動手段及びリニア駆動手段を
備えた駆動部に超音波を送受信する超音波プローブを着
脱自在に接続して、超音波画像を得る超音波診断装置に
おいて、
前記超音波プローブを挿通して前記駆動部に着脱自在に
接続可能なアダプタ又はアウタシースコネクタと、
前記超音波プローブを挿通して前記アダプタ又は前記ア
ウタシースコネクタを前記駆動部に接続する時に、前記
アダプタ又は前記アウタシースコネクタの接続を検知す
る検知手段と、
前記検知手段の検知結果に応じて、前記ラジアル駆動手
段を制御する制御手段と、
を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、アダプタ付等の超
音波プローブを用いて超音波画像を得る超音波診断装置
に関する。
【０００２】
【従来の技術】超音波プローブにより体腔内を超音波走
査して、その周辺の断層像を得る超音波診断装置が広く
用いられるようになっている。従来の超音波プローブを
用いた従来の超音波診断装置では、リニア走査、あるい
はラジアル走査といった単独の走査方式によって得られ
た画像を表示するものが主であった。しかし、腫瘍の深
さ方向への浸潤度合いと共に、面方向への広がりも同時
に観察して、腫瘍の３次元的な大きさを把握したいとい
う要望ができている。
【０００３】このように、３次元的に走査するもので
は、モータを高速に回転させて診断時間を短縮すること
が可能である。従来技術として、例えば特願平８－２６
７５０５号には、操作卓（キーボード）からラジアル走
査とラジアル走査とリニア走査を組み合わせたスパイラ
ル走査（ヘリカル走査）切替え操作により、スパイラル
走査（ヘリカル走査）のときのみ、モータを高速に回転
するものが提案されている。
【０００４】また、特願平１０－３３８０３３号には、
超音波プローブをアウタシース内へ挿入配置して、超音
波プローブとアウタシースとアウタシースコネクタが一
体となったアウタシースコネクタ付超音波プローブによ
り、ヘリカル走査するものが提案されている。
【０００５】超音波プローブによる診断は、体腔内へ内
視鏡を挿入して病変部を発見した後、内視鏡の鉗子内に
超音波プローブを挿入して病変部の深達度診断を実施す
る。深達度診断において、ラジアル走査では、超音波振
動子を高速回転することで、超音波画像上に表示される
の拍動（心拍の動き）の影響を除去し、ラジアル走査と
リニア走査を同時に行うヘリカル走査では、ＤＣモータ
とステッピングモータの両方を高速回転させ、診断時間
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を短縮することが望ましい。また、診断結果をカルテに
記録する際、プリント画像には、使用した器材、病変部
等の全情報をユーザヘ提供することが望ましい。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】従来装置は、ユーザが
キーボードによりラジアル走査とヘリカル走査の切替え
を行い、ヘリカル走査時のみＤＣモータとステッピング
モータを高速回転にしているため、ラジアル走査では高
速回転ができなかった。
【０００７】（発明の目的）本発明は、この問題点に着
目してなされたもので、超音波プローブにアダプタ又は
アウタシースコネクタを取り付けることにより、自動で
高速回転モードに設定できる超音波診断装置を提供する
ことを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】ラジアル駆動手段及びリ
ニア駆動手段を備えた駆動部に超音波を送受信する超音
波プローブを着脱自在に接続して、超音波画像を得る超
音波診断装置において、前記超音波プローブを挿通して
前記駆動部に着脱自在に接続可能なアダプタ又はアウタ
シースコネクタと、前記超音波プローブを挿通して前記
アダプタ又は前記アウタシースコネクタを前記駆動部に
接続する時に、前記アダプタ又は前記アウタシースコネ
クタの接続を検知する検知手段と、前記検知手段の検知
結果に応じて、前記ラジアル駆動手段を制御する制御手
段と、を備えたことにより、前記アダプタ又は前記アウ
タシースコネクタが駆動部に接続されたことを検知し
て、制御手段はラジアル駆動手段を高速で回転するよう
に制御する。
【０００９】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。
（第１の実施の形態）図１ないし図４は本発明の第１の
実施の形態の形態に係り、図１は超音波診断装置の概略
構成を示す構成図、図２は画像処理装置と観測装置の構
成のブロック図を示し、図３は超音波診断装置における
超音波プローブとアダプタまたはアウタシースコネクタ
を駆動部に接続したときの断面図、図４は駆動部の制御
回路ブロック図である。
【００１０】図１に示すように、本実施の形態の超音波
診断装置１は、例えば３種類の超音波プローブ、つまり
アウタシースコネクタ付超音波プローブ２Ａと、アダプ
タ付超音波プローブ２Ｂと、低速用超音波プローブ２Ｃ
と、これらの超音波プローブ２Ｉ（Ｉ＝Ａ，Ｂ，Ｃ）の
基端部が着脱自在に接続され、後述する超音波振動子を
挿入軸方向に対して回転駆動させたり、進退駆動あるい
は回転及び進退駆動させる駆動手段を備えた駆動部３
と、超音波信号を制御する観測装置４と前記駆動部３の
駆動制御部及び画像処理部を有する画像処理装置５と、
この画像処理装置５から出力される映像信号を基に超音
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波画像を表示するモニタ６とで主に構成される。
【００１１】アウタシースコネクタ付超音波プローブ２
Ａはそれぞれが着脱自在なリニア走査用超音波プローブ
７Ａ、アウタシース８Ａ、アウタシース用コネクタ９Ａ
を組付けて構成される。アダプタ付超音波プローブ２Ｂ
は高速用ラジアル超音波プローブ７Ｂとアダプタ９Ｂを
組付けて構成される。低速用超音波プローブ２Ｃはアダ
プタ９Ｂへは機械的に連結できない機構である低速用ラ
ジアル超音波プローブ７Ｃで構成される。
【００１２】アウタシースコネクタ付超音波プローブ２
Ａ、アダプタ付超音波プローブ２Ｂ、或いは低速用超音
波プローブ２Ｃが着脱自在に接続される駆動部３は、支
持アーム１１の端部に固定されている。この駆動部３か
らは基端部が二股に分かれる信号ケーブル部１２ａが延
出されており、この信号ケーブル部１２ａの端部にはそ
れぞれ前記観測装置４に電気的に接続される観測装置用
コネクタ１２ｂと前記画像処理装置５に電気的に接続さ
れる観測装置用コネクタ１２ｃとが設けられている。そ
して、前記観測装置４、前記画像処理装置５、前記モニ
タ６、前記支持アーム１１はカート１３に搭載されてい
る。
【００１３】なお、前記観測装置４及び前記画像処理装
置５とは、また前記画像処理装置５及び前記モニタ６と
は、それぞれ背面パネルの図示しない信号ケーブルを介
して電気的に接続されている。次に図２を参照して本実
施形態における観測装置４と画像処理装置５の構成につ
いて説明する。図２に示すように、超音波診断装置１は
アダプタ付超音波プローブ２Ｂ等が接続される駆動部３
は超音波の送受信及びリアルタイムのエコー画像（超音
波断層像）の表示を行う観測装置４に接続され、この観
測装置４にはさらに画像処理装置５が接続され、観測装
置４で得られたエコーデータを基に各種画像処理を行
う。
【００１４】上記観測装置４は、駆動部３に対して超音
波を送受信する送受信部２１とこの送受信部２１で取り
込まれたエコーデータを記録するフレームメモリ２２
と、このフレームメモリ２２に記録された１走査線の音
線データを所望のテレビジョン方式の画像に変換するデ
ジタルスキャンコンバータ（ＤＳＣ）２３と、このＤＳ
Ｃ２３のデジタル画像信号をアナログ信号に変換するＤ
／Ａ変換回路２４と、前記駆動部３、送受信部２１、フ
レームメモリ２２の各部の制御を行うシステムコントロ
ーラ２６とを備え、前記Ｄ／Ａ変換回路２４の出力信号
はモニタ６に入力され、リアルタイムの超音波診断像の
表示を行う。
【００１５】前記画像処理装置５は、画像処理等の制御
を行うＣＰＵ２７と、各画像処理結果のデータ等を記録
する主記録装置２８と、観測装置４からの音線データを
記憶する画像データ記録装置２９と、音線データを座標
変換する演算プロセッサ３０と、超音波診断装置１を制
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御するキーボード等の操作用端末３１と、ポインティン
グデバイスとして例えばトラックボール３２と、フレー
ムメモリ２２に記録された１走査線の音線データを保持
するフレームバッファ３３と、このフレームバッファ３
３のデジタル画像信号をアナログ信号に変換するＤ／Ａ
変換回路３４と、このＤ／Ａ変換回路３４の出力信号を
入力としてリアルタイムの超音波診断像の表示を行うモ
ニタ３５と、画像データ記録装置２９に記録された音線
データをバックアップする光磁気ディスク装置（ＭＯ
Ｄ）３６とを備えている。
【００１６】図３は超音波プローブ２Ｉ及び駆動部３の
構成を示す。図３に示すように、各超音波プローブ２Ｉ
には超音波送受信部となる超音波振動子４１が軸状の駆
動伝達部４２の先端に固定され、これらは先端部の半球
面状に閉塞された外筒４３内に収納されている。そし
て、超音波振動子４１の周囲には超音波を伝達する音響
媒体４４が充満されており、この音響媒体４４は後端側
のシール材４５で密封している。なお、シール材４５は
後端側でなくても良い。
【００１７】より具体的には超音波プローブ２Ｂ及び２
Ｃでは駆動伝達部４２はその外側が高速用ラジアル超音
波プローブ７Ｂ及び低速用ラジアル超音波プローブ７Ｃ
のシースを構成する外筒４３で覆われている。
【００１８】これに対し、超音波プローブ２Ａでは駆動
伝達部４２はその外側が（リニア走査用超音波プローブ
７Ａ）のシース４６で覆われ、さらにその外側が（アウ
タシース８Ａ）の外筒４３で覆われている。
【００１９】超音波プローブ２Ｂ及び２Ｃでは外筒４３
の後端はコネクタ外装４７Ｂ及び４７Ｃにそれぞれ固定
され、コネクタ外装４７Ｂ及び４７Ｃの内側の駆動伝達
部４２はシール材４５での密封部を通した後端には接続
部材４８が固着され、この接続部材４８は駆動部３側の
接続受け部材４９の凹部に嵌入して着脱自在に接続され
るようにしている。
【００２０】超音波プローブ２Ｂではコネクタ外装４７
Ｂにはさらにアダプタ９Ｂが嵌合しネジで着脱自在に固
定される。これに対し、超音波プローブ２Ｃではコネク
タ外装４７Ｃはコネクタ外装４７Ｂより外径が大きくな
っており、アダプタ９Ｂを装着できない。
【００２１】また、超音波プローブ２Ａではシース４６
の後端がコネクタ外装４７Ａに固定され、コネクタ外装
４７Ａの内側の駆動伝達部４２はシール材４５での密封
部を通した後端には接続部材４８が固着され、この接続
部材４８は駆動部３側の接続受け部材４９の凹部に嵌入
して着脱自在に接続されるようにしている。
【００２２】また、超音波プローブ２Ａでは外筒４３の
後端はアウタシース口金５０Ａに固定され、このアウタ
シース口金５０Ａはコネクタ外装４７Ａに螺合等で固定
され、このアウタシース口金５０Ａにはさらにアウタシ
ース用コネクタ９Ａがネジで着脱自在に取り付けられ
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る。
【００２３】アダプタ９Ｂ及びアウタシース用コネクタ
９Ａには固定リング５１が設けてあり、駆動部３側の固
定ネジ部５２に螺合により固定することができる。ま
た、アダプタ９Ｂ及びアウタシース用コネクタ９Ａには
筒体部の後端から突出する突出部５３Ａ及び５３Ｂがそ
れぞれ設けてあり、駆動部３側の係入部５４に係入でき
るようにしている。この場合、突出部５３Ａは筒体部に
おける例えば周方向の２箇所が突出し、突出部５３Ｂは
筒体部における周方向の１箇所が突出する。
【００２４】上記接続受け部材４９は回転運動部外装５
５内に設けたＤＣモータ５６の回転軸に連結されてい
る。このＤＣモータ５６は、該ＤＣモータ５６の回転位
置を検出するエンコーダ５７と機械的に連結されてい
て、これらは回転運動部外装５５内に格納、保持されて
いる。
【００２５】そして、超音波振動子４１は、駆動伝達部
４２を介してＤＣモータ５６によって回転駆動されると
同時に、ＤＣモータ５６の回転運動がエンコーダ５７に
伝達されるようになっている。
【００２６】前記回転運動部外装５５は、進退運動伝達
部５８に取り付けられ、この進退運動伝達部５８はボー
ルネジからなる進退機構部５９に螺合している。前記進
退機構部５９は、ステッピングモータ６０に機械的に連
結され、ステッピングモータ６０の回転によって前後に
進退するようになっている。
【００２７】また、上記係入部５４にはアウタシース用
コネクタ９Ａの２箇所の突出部５３Ａが係入される部分
から後方側に駆動部外装壁を貫通する貫通孔が設けてあ
り、各貫通孔にはＬ字状に折り曲げられたバネ６１ａ及
び６１ｂの一端が挿入されており、他端が駆動部外装壁
にネジで固定され、一端側が貫通孔の深部側に係入され
るように付勢されている。
【００２８】そして、駆動部３にアウタシース用コネク
タ９Ａが装着された場合には図３に示すように２つのバ
ネ６１ａ，６１ｂの一端が共に後方（駆動部３）側に押
圧されて移動し、バネ６１ａ，６１ｂに対向配置された
接点６２ａ，６２ｂに（移動前では非接触の状態から）
接触する。また、駆動部３にアダプタ９Ｂが装着された
場合には１箇所の突出部５３Ｂにより１つのバネ６１ａ
のみが押圧されてバネ６１ａに対向配置された接点６２
ａに接触するようになっている。
【００２９】つまり、バネ６１ａ及び接点６２ａによ
り、ＯＮ／ＯＦＦする第１スイッチ６３ａ（図４参照）
とバネ６１ｂ及び接点６２ｂにより、ＯＮ／ＯＦＦする
第１スイッチ６３ｂ（図４参照）とが形成されている。
また、超音波プローブ２Ｃが駆動部３に接続された場合
には、第１スイッチ６４ａ及び第２スイッチ６４ｂ共に
ＯＦＦのままとなる。
【００３０】バネ６１ａ，６１ｂ及び接点６２ａ，６２
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ｂはリード線により駆動部３内に設けた検知回路６４に
接続され、第１スイッチ６３ａと第２スイッチ６３ｂの
ＯＮ／ＯＦＦから駆動部３に接続された超音波プローブ
２Ｉが２Ａ、２Ｂ、２Ｃのいずれであるかを検知するこ
とができるようにしている。
【００３１】この検知回路６４は観測装置４のシステム
コントローラ２６に接続され、システムコントローラ２
６は検知回路６４の出力信号に基づいて駆動部３内のス
テッピングモータ６０及びＤＣモータ５６の動作を図４
に示す制御回路６５及びＤＣモータ制御回路６６を介し
て制御する。
【００３２】図４は本実施の形態における駆動部３にお
ける制御系の構成の説明図である。本実施の形態におけ
る駆動部３の制御系は、超音波振動子４１を進退させる
ステッピングモータ６０を制御する制御回路６５と、Ｄ
Ｃモータ５６に直流電圧を供給するＤＣ電源６７と、前
記ＤＣ電源６７の電圧を制御することによりＤＣモータ
５６の回転を制御するＤＣモータ制御回路６６と、アダ
プタ９Ｂまたはアウタシースコネクタ９Ａの有無を検知
する検知回路６４等を備え、前記検知回路６４にはスイ
ッチ６３ａ、６３ｂが接続されている。
【００３３】そして、駆動部３にアウタシース用コネク
タ９Ａ又はアダプタ９Ｂが装着された場合には、ＤＣモ
ータ５６を高速回転させて、高速のラジアル画像を得ら
れるようにしていることが特徴となっている。
【００３４】次に本実施の形態の作用を説明する。図４
に示すように、アダプタ９Ｂ又はアウタシースコネクタ
９Ａが駆動部３に接続されると、検知回路６４の第１ス
イッチ６３ａがＯＮ状態になる。また、アダプタ９Ｂは
アウタシースコネクタ９Ａが駆動部３に接続されていな
いと、検知回路６４の第１スイッチ６３ａはＯＦＦ状態
となる。
【００３５】第１スイッチ６３ａがＯＮ状態のときは、
検知回路６４からＬＯＷレベル６７Ｌの検知信号６７が
出力される。前記ＬＯＷレベル６７Ｌの検知信号６７
は、観測装置４のシステムコントローラ２６に入力され
る。システムコントローラ２６では、前記駆動部３にア
ダプタ９Ｂ又はアウタシースコネクタ９Ａが接続された
ことを判断して、高速または低速の切替え信号６８にお
いて「高速」を選択し、「高速」の切替え信号６８をＬ
ＯＷレベル６８Ｌで出力する。前記ＬＯＷレベル６８Ｌ
は、ＤＣモータ制御回路６６と制御回路６５に入力され
る。
【００３６】第１スイッチ６３ａがＯＦＦ状態のとき
は、検知回路６４から検知信号６７がＨＩＧＨレベル６
７Ｈで出力される。前記ＨＩＧＨレベル６７Ｈは、前記
観測装置４のシステムコントローラ２６に入力される。
システムコントローラ２６では、前記駆動部３にアダプ
タ９Ｂ又はアウタシースコネクタ９Ａが接続されていな
いことを判断して、高速または低速の切替え信号６８に



(5) 特開２００１－３３３９０３

10

20

30

40

50

7
おいて「低速」を選択しＨＩＧＨレベル６８Ｈで出力す
る。前記ＨＩＧＨレベル６８Ｈは、ＤＣモータ制御回路
６６と制御回路６５に入力される。
【００３７】ＤＣモータ制御回路６６には、前記エンコ
ーダ５７から出力されるＡ相信号Ａが入力されている。
このＡ相信号ＡはＤＣモータ５６の回転数に応じて周期
が変化するので、Ａ相信号Ａの周期変化に応じてモータ
駆動電圧を制御することにより、ＤＣモータ６６の回転
数を一定に保つようにしてある。
【００３８】また、アウタシースコネクタ９Ａが接続さ
れた場合には第２スイッチ６３ｂもＯＮし、第２の検知
信号を例えばＬＯＷレベルでシステムコントローラ２６
に出力する。システムコントローラ２６は第２の検知信
号に基づいて、アウタシースコネクタ９Ａが接続された
ことを認識して、第２の切替え信号をＬＯＷレベルで制
御回路６５に出力する。
【００３９】制御回路６５はＬＯＷレベルの第２の切替
え信号が入力されると、エンコーダ５７から出力される
Ａ相信号Ａを制御回路６５内の分周回路で分周してステ
ッピングモータ６０の回転制御信号Ｂ、Ｃを生成して、
ステッピングモータ６０の回転を制御するようになる。
【００４０】従って、アウタシースコネクタ９Ａが駆動
部３に接続された場合には高速でＤＣモータ５６が回転
駆動して超音波振動子４１を高速でラジアル走査すると
共に、この回転に同期してステッピングモータ６０によ
り超音波振動子４１をリニア方向にも移動する。つま
り、この場合には超音波振動子４１をヘリカル走査す
る。
【００４１】一方、第２スイッチ６３ｂがＯＦＦである
と、第２の検知信号を例えばＨＩＧＨレベルでシステム
コントローラ２６に出力する。システムコントローラ２
６はＨＩＧＨレベルの第２の検知信号により、アウタシ
ースコネクタ９Ａが接続されていないことを認識して、
第２の切替え信号をＨＩＧＨレベルで制御回路６５に出
力する。
【００４２】制御回路６５はＨＩＧＨレベルの第２の切
替え信号が入力されると、ステッピングモータ６０を動
作させないように制御する。従って、アダプタ９Ｂが駆
動部３に接続された場合には高速でＤＣモータ５６が回
転駆動して超音波振動子４１を高速でラジアル走査する
ようになる。
【００４３】また、低速用超音波プローブ２Ｃが駆動部
３に接続された場合には低速でＤＣモータ５６が回転駆
動して超音波振動子４１を低速でラジアル走査するよう
になる。
【００４４】本実施の形態は以下の効果を有する。ラジ
アル走査専用の超音波プローブを使用するとき、高速ま
たは低速回転用超音波プローブが接続されたことを、観
測装置で認識できるため、ラジアル走査時、自動的にＤ
Ｃモータ回転数の切換えが可能となる効果がある。ま

8
た、リニア走査用超音波プローブを使用するとき、アウ
タシースコネクタ付き超音波プローブが接続されたこと
を、観測装置で認識できるため、ラジアル走査時の高速
回転が可能となる。
【００４５】なお、アウタシースコネクタ付き超音波プ
ローブが接続された場合には操作端末３１からリニア走
査を行うように指示信号を入力した場合には、リニア走
査を行わせることができるし、ラジアル走査を行うよう
に指示信号を入力した場合には、ラジアル走査を高速で
行わせることができる。なお、上述の説明ではアダプタ
９Ｂ或いはアウタシースコネクタ９Ａの接続をメカニカ
ルなスイッチで検出する構成にしたが、検出センサとし
てはこの他の例えばフォトリフレクタのような光センサ
などのデバイスを採用しても良い。
【００４６】（第２の実施の形態）次に本発明の第２の
実施の形態を図５ないし図７を参照して説明する。図５
は本発明の第２の実施の形態の超音波診断装置の構成を
示し、図６はスキャントークコードを添付したプリント
画像を示し、図７はスキャンコード部分を示す。
【００４７】図５に示すように本発明の第２の実施の形
態の超音波診断装置１′は図２の超音波診断装置１にお
ける画像処理部５において、さらに、音声入力手段とし
てのマイク７２と、音声をデジタルデータに変換する音
声変換回路７３と、主記憶装置２８に格納された音声を
スキャントークコードに変換する変換アプリケーション
７４と、スキャントークコードを生成するスキャントー
クコード生成装置７５とを設けた画像処理部５′により
構成される。
【００４８】ＣＰＵ２７、主記録装置２８、画像データ
記録装置２９、演算プロセッサ３０、操作用端末３１、
トラックボール３２、フレームバッファ３３、光磁気デ
ィスク装置（ＭＯＤ）３６、音声変換回路７３、スキャ
ントークコード生成装置７５はデータバスで互いに接続
されている。また、この画像処理部５′はデータバスに
接続されたＩ／Ｆ７６を介してプリンタ７７に接続され
ている。図５における他の構成は、第１の実施の形態で
説明しているのでその説明を省略する。
【００４９】そして、本実施の形態では、プリンタ７７
により、モニタ３６に表示された超音波画像をプリント
する指示を行った場合には、図６に示すようにスキャン
トークコード付プリント画像８１を生成する。なお、図
６はアウタシースコネクタ付超音波プローブ２Ａの場合
に得られるスキャントークコード付プリント画像８１の
例で示している。
【００５０】このスキャントークコード付プリント画像
８１は、超音波のプリント画像８２とスキャントークコ
ード８３とから構成される。
【００５１】次に本実施の形態の作用を説明する。検査
中のユーザの音声がマイク７２により画像処理部５′に
入力される。前記マイク７２から入力した音声は、音声
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9
変換回路７３によりデジタルデータに変換される。前記
デジタルデータでは、データバスにより主記憶装置２８
の（音声－スキャントークコード）変換アプリケーショ
ン７４により、スキャントークコードに変換される。
【００５２】このスキャントークコードは、データバス
によりスキャントークコード生成装置７５に入力され
る。スキャントークコード生成装置７５からは、検査中
のユーザーの音声がスキャントークコード８３として出
力される。出力されたスキャントークコード８３を、超
音波検査により取得した超音波のプリント画像８２に添
付することで、スキャントークコード付プリント画像８
１を得ることが可能となる。図７はスキャントークコー
ド８３部分を示す。その他の作用は第１の実施の形態と
同様である。
【００５３】本実施の形態は以下の効果を有する。スキ
ャントークコード付プリント画像８１を得ることで、検
査中の全情報をユーザが取得することが可能となる効果
を有する。その他は第１の実施の形態と同様の効果を有
する。
【００５４】［付記］
１．ラジアル駆動手段及びリニア駆動手段を備えた駆動
部に超音波を送受信する超音波プローブを着脱自在に接
続して、超音波画像を得る超音波診断装置において、前
記超音波プローブを挿通して前記駆動部に着脱自在に接
続可能なアダプタ又はアウタシースコネクタと、前記超
音波プローブを挿通して前記アダプタ又は前記アウタシ
ースコネクタを前記駆動部に接続する時に、前記アダプ
タ又は前記アウタシースコネクタの接続を検知する検知
手段と、前記検知手段の検知結果に応じて、前記ラジア
ル駆動手段を制御する制御手段と、を備えたことを特徴
とする超音波診断装置。
【００５５】２．ラジアル駆動手段とリニア駆動手段を
備えた駆動部と、この駆動部に着脱自在に接続される、
超音波プローブとアダプタが一体となったアダプタ付超
音波プローブまたは、超音波プローブとアウタシースと
アウタシースコネクタが一体となったアウタシースコネ
クタ付超音波プローブにおいて、アダプタまたはアウタ
シースコネクタの取り付け状態の有無を判断する検出手
段と、前記アダプタまたはアウタシースコネクタの有無
の判断結果により、アダプタが取り付け状態時はラジア
ル駆動の回転数を高速回転に切替える切替え手段と、を
具備することを特徴とする超音波診断装置。
【００５６】３．ラジアル駆動手段とリニア駆動手段を
備えた駆動部が接続される超音波診断装置において、音
声を読み取る入力手段と、前記音声をスキャントークコ
ードに変換するアプリケーションを搭載する記憶手段
と、前記スキャントークコードを作製する装置と、を具
備することを特徴とする超音波診断装置。
（付記３の背景）従来装置は、使用した器材、病変部等
の情報、コメントは、検査終了後にユーザーがキーボー*
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*ドにより入力しているため、カルテに記録するプリント
画像の出力には、多くの時間を必要としていた。
【００５７】このため、検査中の音声をスキャントーク
コードに変換し、スキャントークコードをプリント画像
に添付することで、短時間で検査中の全情報を、ユーザ
ヘ提供することができる超音波診断装置を提供すること
を目的とし、付記３の構成にした。
【００５８】（付記３の作用効果）音声を読み取る入力
装置と、音声をスキャントークコードに変換するアプリ
ケーションを搭載する記憶装置と、スキャントークコー
ドを作製することにより、プリント画像にスキャントー
クコードを添付することで、検査中の全情報をユーザヘ
提供することが可能となる。
【００５９】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、ラ
ジアル走査専用超音波プローブを使用するとき、高速ま
たは低速回転用超音波プローブが接続されたことを、観
測装置で認識できるため、ラジアル走査時、自動的に回
転数の切替えが可能となる効果がある。また、リニア走
査用超音波プローブを使用するとき、アウタシースコネ
クタ付超音波プローブが接続されたことを、観測装置で
認識できるため、ラジアル走査時の高速回転が可能とな
る効果がある。また、スキャントークコード付プリント
画像を得ることで、検査中の全情報を短時間でユーザが
取得することが可能となる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の超音波診断装置の
外観を示す構成図。
【図２】超音波診断装置における画像処理装置と観測装
置の構成図。
【図３】各超音波プローブと駆動部の内部構成を示す断
面図。
【図４】駆動部の制御系の構成を示すブロック図。
【図５】本発明の第２の実施の形態における画像処理装
置と観測装置の構成図。
【図６】スキャントークコードを添付したプリント画像
を示す図
【図７】スキャントークコードを示す図。
【符号の説明】
１…超音波診断装置
２Ａ…アウタシース付超音波プローブ
２Ｂ…アダプタ付超音波プローブ
２Ｃ…低速用超音波プローブ
３…駆動部
４…観測装置
５…画像処理部
６…モニタ
７Ａ…リニア走査用超音波プローブ
７Ｂ…高速用ラジアル超音波プローブ
７Ｃ…低速用ラジアル超音波プローブ
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８Ａ…アウタシース
９Ａ…アウタシースコネクタ
９Ｂ…アダプタ
２６…システムコントローラ
４１…超音波振動子
４２…駆動伝達部
４３…外筒
４４…音響媒体
４７Ａ～４７Ｃ…コネクタ外装 *
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*４８…接続部材
４９…接続受け部材
５３Ａ、５３Ｂ…突出部
５４…係入部
５６…ＤＣモータ
６０…ステッピングモータ
６１ａ、６１ｂ…バネ
６２ａ，６２ｂ…接点
６４…検知回路

【図１】 【図４】

【図７】



(8) 特開２００１－３３３９０３

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】
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